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「こどもはだんだんと人間になるのではなく、すでに人間である」 

〜むつ市こどもオンブズパーソンの活動に寄せて〜 

 

1994 年 4 月 22 日、日本は子どもの権利条約を批准しました。当時中学 1 年生だった私

は、校門前で配られていたリーフレットで「子どもの権利」という言葉を初めて知りました。

それから長らく、日本ではこどもの権利に関する体制整備が遅れてきましたが、近年のこど

も基本法の制定や、むつ市における「こどもの笑顔まんなか条例」の施行など、ようやく社

会全体でこどもを権利の主体として守る体制が整ってきたと実感しています。 

タイトルの言葉は、「子どもの権利条約の父」と呼ばれるポーランドの医師・教育者ヤヌ

シュ・コルチャックの名言です。彼はこどもを、将来おとなになるための未熟な存在として

ではなく、「すでに権利を持つひとりの人間」として深く尊重しました。 

こどもは、単に大人から守られるだけの「客体」ではありません。大人が先回りし、手取

り足取り何でもしてあげることが、必ずしもこどものためになるわけではないのです。昨年

度の報告書で、田中代表こどもオンブズパーソンが「私たちのことを、私たち抜きで決めな

いで(Nothing about us without us)」という言葉を引用しました。これは障害者の権利に

関する条約の成立過程で当事者の方々から主張された言葉ですが、こどもを含むすべての

人にかかわる重要な理念であり、私たちオンブズパーソンが共通して大切にしている考え

方です。 

この理念のもと、こどもが自分に関わる事柄について意見を表明し、参加していくために

は、何よりもまず、大人がこどもの発する「声」にしっかりと耳を傾け、その想いを受け止

めることが大前提です。 

その上で、意見を尊重するとは、こどもの言うことをそのまま何でも聞き入れるというこ

とではありません。願い通りにできない時こそ、大人の考えや社会のルールをごまかさずに、

こどもへ丁寧に伝える姿勢が求められます。大切なのは、こどもを対等なひとりの人間とし

て認め、真剣に「対話」を重ねることです。 

こどもの真意を聴き、誠実に対話することは、大人にとって実はとても難しいことです。

しかし、その難しさから逃げずにこどもと向き合う葛藤の過程こそが、私たち大人自身の成

長を促し、社会全体の成熟へとつながっていくのだと思います。 

「こどもオンブズパーソン」の活動が、こどもの視点を大切にし、笑顔が輝く未来を共に

築く一助となればと願っています。 

 

むつ市こどもオンブズパーソン  

弁護士 大谷 直 
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Ⅰ こどもの権利を守るための取り組み 
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この報告書は、むつ市こどもの笑顔まんなか条例第１９条に基づき、令和７

年度の活動状況をまとめたものです。 

 

１．むつ市こどもの笑顔まんなか条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前  文 

日本には、平和な社会を維持し、国民の基本的人権を永久の権利として定めている日本国

憲法があります。 

 また、日本は、世界の国々と、児童の権利に関する条約を結び、誰もが生まれたときから

権利をもつ主体であり、あらゆる差別や不利益を受けることなく、ひとりの人間として、自

分らしく、豊かに成長、発達していく権利があることを認め、これを大切にすることを約束

しています。さらに、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこ

どもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を

総合的に推進することを目的として、こども基本法が制定されました。 

 こどもは、誰もが幸せに生きる権利をもっています。命が守られ、自分に関係のある事柄

について自由に意見を表すことができ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよ

う、児童の権利に関する条約やこども基本法に定める全ての権利が保障されなければなりま

せん。 

こどもは、自分のもつ権利を正しく学び、自分以外の人も同じ権利をもっていることを理

解するとともに、お互いの権利を尊重し合うことが大切です。自分を大切に思う気持ちや自

分以外の人を思いやる気持ちをもつことが、社会性を身につけることや命を大切にすること

にもつながります。 

 こどもは、まわりの人から大切にされていると実感することで、自分や自分以外の人を大

切にする心が育まれるとともに、物事に挑戦する気持ちが高まり、自分のもっている能力を

更に広げていくことができます。 

 大人は、こどもの権利を実現していくために、こどもの成長と発達する力を認め、こども

の思いや意見を受け止め、誠実に向き合うことが必要です。そして、こどもに関することが

決められ、行われるときは、こどもにとって最も良いことは何かを共に考え、支援していく

責任があります。 

 私たちは、こどもにやさしく子育てがしやすいまちづくりを推進していくため、こどもの

意見を取り入れながら、地域全体でこどもに関わる施策に取り組んでいく必要があります。 

 地域の宝であるこどもは、むつ市の将来を担っていく大切な存在です。こどもが、四季

折々の豊かな自然に恵まれたむつ市で、地域の一員として尊重され、地域の人々のぬくもり

の中で健やかに成長し、夢と希望をもって未来へ羽ばたいていくことを願い、条例を制定し

ます。 
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（１）条例の目的 

この条例では、すべてのこどもが命を守られ、自分らしく生き、健やかに成長して

いくことができるよう、こどもを権利の主体として認め、こどもにとって大切な権利

を保障するとともに、市の責務並びに保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者の役割

を明らかにすることにより、その育ちを支え、こどもが笑顔になるようこどもをまん

なかに捉え、こどもにやさしいまちづくりを推進することを目的としています。 

 

（２）条例の基本理念 

条例第３条では、以下の基本理念が定められています。 

・日本国憲法、児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）、こども基本法の理念

に基づき、こどもを権利の主体として尊重すること。 

・こどもに関わることを決める場合は、こどもの年齢、成長及び発達に応じて、こど

もの意見を尊重し、こどもの最善の利益を第一に考慮すること。 

・社会を担っていくこどもが、社会の一員として意見表明し、社会参加することがで

きるよう環境を整備すること。 

・市、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者が、それぞれに連携、協力しながら、

こどもにやさしいまちづくりに取り組むこと。 
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２．むつ市こどもオンブズパーソン 

（１）こどもオンブズパーソンの設置目的 

むつ市こどもオンブズパーソンは条例第１４条第１項の規定に基づき、こどもの権

利を守るとともに、こどもの権利侵害があった場合の救済を目的に設置されました。 

 

（２）こどもオンブズパーソンの役割 

条例第１５条ではこどもオンブズパーソンの役割について定めています。 

・こどもオンブズパーソンは、こどもの権利の擁護者として、こどもの意見等を聴

き、こどもの最善の利益を図るように努めていきます。 

・こどもオンブズパーソンは、こどもの最善の利益を図るために、関係機関等と相互

に協力するよう努めていきます。 

 

（３）こどもオンブズパーソンの職務 

条例第１６条で定めるこどもオンブズパーソンの職務は、以下のとおりです。 

 ・こどもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。 

 ・こどもの権利の侵害について、必要な調査を行うこと。 

 ・こどもの権利の侵害に関する救済を目的として、関係者間の調整を行うこと。 

 ・こどもの権利の保障に関し、市に意見を表明すること。 

 ・こどもの権利及びその擁護に関し、普及啓発を推進すること。 

 

（４）こどもオンブズパーソンへの協力 

条例第１７条では、市及び育ち学ぶ施設は、こどもオンブズパーソンの独立性を尊

重し、その活動に協力しなければならない。また、保護者、市民及び事業者は、こど

もオンブズパーソンの活動に協力するよう努めます。 

 

（５）こどもオンブズパーソン 

条例第１４条では、こどもオンブズパーソンは、３人以内とし、こどもの権利につ

いての理解が深く、豊かな経験を有する者のうちから市長が委嘱することとなってい

ます。また、こどもオンブズパーソンは、職務上知り得た秘密については、守秘義務

が課されています。 
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氏名 所属 任期 

田中 志子 

（たなか さちこ） 

青森大学 社会学部教授 

社会福祉士 

令和６年９月１日から 

令和９年３月３１日まで 

大谷  直 

（おおたに なおし） 

大谷法律事務所  

弁護士・社会福祉士 

令和６年４月１日から 

令和９年３月３１日まで 

※令和８年３月３１日現在、委嘱されているこどもオンブズパーソンは、上記のとおりです。 

 

（６）こどもの権利運営会議 

こどもの笑顔まんなか条例施行規則（以下「施行規則」という。）第５条では、以

下に掲げる事項を協議するため、代表こどもオンブズパーソンは会議を開催できるこ

ととなっています。 

 ・こどもオンブズパーソンの職務の方針に関すること。 

 ・こどもの権利侵害に関する救済、権利の回復に向けた話し合いに関すること。 

 ・活動状況の報告に関すること。 

 ・その他こどもオンブズパーソンが協議の必要があると認める事項に関すること。 

令和７年度は「こどもの権利運営会議」として３回開催しました。 

 

✔第１回こどもの権利運営会議 

日時 令和７年７月１０日 １５時３０分～ 場所 オンライン会議 

議題 １．青森市子どもの権利擁護委員より青森市の活動紹介及び意見交換 

２．令和７年度むつ市こどもの権利事業活動報告及び活動計画  

３．その他 

 

✔第２回こどもの権利運営会議 

日時 令和７年１０月２９日 １０時～ 場所 オンライン会議 

議題 １．こどもの権利事業活動報告について 

２．今後の事業活動予定について 

３．令和７年度こどもの権利の日イベントについて 

４．その他 
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✔第３回こどもの権利運営会議 

日時 令和８年３月１８日  １３時３０分～ 場所 オンライン会議 

議題 １．こどもの権利事業活動報告について 

     ２．令和７年度こどもの権利事業報告書（実績報告）について 

３．令和８年度こどもの権利事業のスケジュールについて 

４．緊急時の対応の流れについて 

５．その他 

 

 

３．むつ市こどもの権利相談窓口 

（１）相談窓口の開設 

条例第２０条では、市は、こどもの権利に関する相談を行う相談窓口とこどもの権

利相談員を設置することが定められています。こどもの権利相談窓口として、令和６

年４月１日に「こどもの権利相談窓口」を開設しました。 

こどもの権利相談窓口では、こどもからの相談に応じて助言や支援を行うととも

に、こどもオンブズパーソンを補助するための調査、調整等を行います。 

 

（２）相談窓口の概要及び対象者 

・名 称 こどもの権利相談窓口 

・所在地 〒０３５-８６８６  

むつ市中央一丁目８番１号 こどもみらい部子育て支援課 

・電 話 ０１７５－２２－１１２６（直通） 

・対 象 市内に在住、または市内の学校・保育園等に在籍しているこども及び 

こどもの関係者（保護者、職員等） 

※条例では、こどもを１８歳未満としていますが、満１８歳に達した日から最初の

３月３１日までの間にある方で、次のいずれかに該当する方もこどもと同等の権

利を認めています。 

 ・市内に住所を有する者で、育ち学ぶ施設に在籍しているもの 

 ・市外に住所を有する者で、市内に存する育ち学ぶ施設に在籍しているもの 

 

（３）窓口の開設日時 

月曜日から金曜日までの８時３０分から１７時１５分まで（土・日・祝日、年末年

始を除く） 
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（４）相談方法 

・電話で相談 ：０１７５－２２－１１２６（直通） 

・メールで相談：kodomonokenri@city.mutsu.lg.jp 

・フォーム相談：https://logoform.jp/form/WZFv/519524 

・窓口で相談 ：むつ市役所子育て支援課内 

・手紙で相談 ：０３５－８６８６ むつ市中央一丁目８番１号（子育て支援課） 

 

（５）相談の流れ 

【イメージ図】相談から解決（権利侵害からの救済）までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）救済の申立て 

こどもやその保護者、関係者等は、こどもの権利侵害の救済のため、こどもオンブ

ズパーソンに書面若しくは口頭にて救済の申立てを行うことができます。 

こどもオンブズパーソンは、救済の申立て後、申立ての内容を確認し、必要がある

javascript:void(0);
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と認められるときは、こどもの権利の侵害に関する救済を図るために必要な調査や関

係者間との調整を行います。また、当該調査等が権利を侵害されたこどもまたは保護

者からの申立てでないときは、調査等を行うことについて事前に当該こどもまたはそ

の保護者の同意を得ることとなります。 

調査の結果、必要がある場合は、こどもの権利の保障について意見表明をすること

ができます。 

 

（７）こどもの権利相談員の配置 

条例第２０条では、こどもの権利相談員を置くことが定められています。相談員の

職務としては、こどもの権利の保障について必要な調査等を行うこと、こどもの権利

の保障についての普及啓発に関すること、こどもオンブズパーソンの職務について補

佐することがあげられます。 

 

（８）職員体制（令和８年３月３１日現在） 

こどもオンブズパーソン ２名 大学教員・社会福祉士／弁護士・社会福祉士 

こ ど も の 権 利 相 談 員 １名 むつ市こどもみらい部子育て支援課 

（０３５-８６８６ むつ市中央一丁目８番１号） こどもの権利事業事務局 １名 

 

 

４．こどもの権利の認知度 

調 査 名 こどもの権利に関するアンケート調査 こども計画策定に関するアンケート調査 

実 施 期 間 令和５年９月１５日～１０月６日 令和７年１２月２４日～令和８年１月１９日 

対 象 者 
①小５、中２、高２のこども 1,239 名 

②上記の保護者       1,239 名 

①小５、中２のこども      701 名 

②上記の保護者         701 名 

回収数／配布数 

（回収率） 

①794 件／1,239 件（64.1％） 

②373 件／1,239 件（30.1％） 

①212 件／701 件（30.2％） 

②264 件／701 件（37.7％） 
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Ⅱ 令和７年度こどもの権利相談窓口の活動状況 
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１．相談状況 

令和７年度の相談受付件数は、実件数が６件、延べ件数が１６件でした。さまざま

な困難に直面したこどもや保護者・関係者から寄せられる悩み等に対し、解決のため

に相談が重ねられ、１回の相談で終了したのは５件で、あとの１件は複数回の相談が

重ねられました。 

相談内容としては、母子分離不安１件、ひきこもり１件、授業妨害・教室抜けだし

１件、ＬＧＢＴＱ及び学校への要望１件、子育ての悩み１件、いじめ１件です。相談

者は、保護者が６件で、こどもからの相談はありませんでした。 

相談方法としては、電話（１件）、面談（３件）、ケース会議（１件）、相談フォ

ーム（１件）でした。手紙やメールでの相談はありませんでした。また、救済の申立

てもありませんでした。 

 

２．事例報告 

相談窓口は、権利侵害からの速やかな救済とこどもの権利の保障を図るため、こど

もや保護者・関係者から相談を受けた後、必要に応じて様々な関係機関とともに、こ

どもの最善の利益を考慮し、対応するよう努めます。 

事例については、プライバシー保護のため対応した事例から構成し、内容を一部変

更して作成しています。 

 

ケース１ 事例報告 

相 談 者 母親 年 代 ・ 性 別 １０代 女子 

相 談 内 容 引きこもり 相 談 方 法 ケース会議 

【主訴】小学校低学年より中学校まで不登校。中学校卒業後は、自宅に引きこもっ

ている状態。少しずつ社会とつなげ、学び直しや社会復帰につなげていきたい。 

ケース会議 内容 

これまでの経緯 

 昨年度の「ケース１（引きこもり）」について、引き続き関係者でケース会議を

開き関わってきた事例です。 

ケース会議のメンバー 

Ａさんの母親と、６つの関係機関（元ＳＳＷ、社会福祉法人、社会福祉協議会、

教育支援センター（教育相談室）、手芸店、こどもの権利相談員） 

Ａさんは小学校低学年より不登校で現在は自宅引きこもりの１７才です。 

令和６年度の外出は、皮膚科通院、外食数回に加え、市外のメンタルヘルス科

（車からは降りられず）通院。 

令和７年度は、手芸店への訪問回数を増やすことやメンタルヘルス科の受診の

他、社会との繋がりを模索していきたいと考えケース会議を継続しています。 
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継続するに当たり、令和６年度の以下の取組が効果的だったことを踏まえていく

こととしました。 

① 医療機関や手芸店とつなげるために、案内状を出す。（母親を介さず直接自分

事を知る。可視化。） 

② 家庭内でも外出先でも本人が選択し自己決定する機会を増やす。（選択能力、

自己決定） 

③ 外出した際には、本人との関わりが期待される場所の前も通り視覚に残す。

（社会との繋がり） 

④ 本人に関わることは母親が判断せず、本人の思いが膨らむような言動を心がけ

る。（主体性） 

５月、Ａさんから「勉強を教えてくれるところはどこか？」と母親に聞く機会が

増えてきました。そこで、自動車でむつ市教育支援センターの前を通ったり、セン

ターの話題を出したりすることでセンターを外から見学する機会に繋がりました。 

７月「センターに行こうかな」の発言があったことを受け、母子でセンター来所

となりました。初日は、母子一緒のゲーム、学習例の紹介、事前に準備していたア

イスから好きな物を選択させるだけの１５分程度で退所としました。 

この後、Ａさんから母親に「次はいつ行く？」と頻繁に聞くようになり、センタ

ーと相談しながら行く日を決めることとしました。 

母からの情報によると、Ａさんは、オンラインのゲームの相手から「それ、高校

で習わなかったの？」と言われたことがあったらしく母に「高校は卒業しないとい

けないんでしょ」と話してくるとのことです。 

これを受け、センターでは、高校の情報を必要なときに出せるように準備してお

くこととしました。 

そして、本人のセンターに行きたい思いが強くなり、８月と９月は、母子で１回

ずつセンターに行っての学習が始まり、定時制高校の説明も受けるようになりまし

た。 

Ａさんは自宅で「定時制に行かなきゃ」「後悔している。準備が遅すぎた。もう

少し早く準備すれば良かった」などの発言が多くなっているとのことです。 

１０月からは週２回、センターに通うようになり、漢字、算数、社会の学習を

し、１２月まで順調に継続されました。 

１月に入り、受験が近づいてくるとＡさんの受験に対する不安が大きくなってき

ました。面接への不安や勉強の不安が語られるようになってきました。センターに

行けなくなったり、行けたとしてもすくみ反応が見られたりと精神的に苦しそうな

様子が見られセンターへの足も遠のいてきました。 

そこで、センター長より、今年度の受験は無しにし、センターで勉強していこう

ということをＡさんに伝えました。 
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ほぼ自宅引きこもりだったＡさんが、高校受験を目指し、むつ市の教育支援セン

ターに週２回通うようになり、他市の病院の受診にも行くことができるようになる

など大きな変容が見られました。今年度の高校受験は見送ることになりましたが、

引き続きセンターには通うことになりそうです。 

今後もＡさんと社会との繋がりを目指して支援を継続していきたいと思います。 

 

ケース２ 事例報告 

相 談 者 母親 年 代 ・ 性 別 中学生 男子 

相 談 内 容 息子の友達のこと 相 談 方 法 面談 

【主訴】息子の友達の男の子（Ｂさん）は自殺願望が強く、トランスジェンダーの

悩みも抱えている。 

相 談 内 容 

 中学生の息子の友達のＢさんは、遺書を書いたことがあり、それを学校に持って

いき、先生に見つかっています。心配した先生が相談にのり、その後スクールカウ

ンセラーも相談にのってくれています。 

 Ｂさんは、トランスジェンダーで、家では女性用の物を身につけたり、女性用の

シャンプーを使ったりすることから両親から偏見の目で見られています。そのた

め、家族との関係も悪く、彼の親に対する反発は非常に強いものがあります。学校

から遺書のことも親に伝えられたため、親は腫れ物に触るような感じで彼に接して

います。 

 そんなＢさん親子が引っ越すことになり、学校も転校することになりました。学

校同士で連絡を取り合って遺書を書いたことがあることは伝わるかも知れません

が、トランスジェンダーで家族と折り合いが悪く悩んでいることは転校先の学校に

伝わらないのではないかと心配しています。自殺するのではないかという心配があ

ります。 

 スクールカウンセラーにも引き続き付いてほしいし、Ｂさんの家族がトランスジ

ェンダーの彼に対する理解をしてくれるよう変わってくれなければ、彼の悩みはか

わらず、自殺願望が膨らんでしまうのではないかと心配しています。転校先の学

校、彼の家族が彼を理解して彼を助けてくれるように関係機関と調整しました。 

 本案件は、命に関わる重大な案件であるため、教育委員会と情報を共有しまし

た。そして、教育委員会より双方の学校やスクールカウンセラーを派遣する教育事

務所にも情報が伝えられ、転校先の先生方の面談やスクールカウンセラーの相談に

つながりました。  
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Ⅲ こどもの声を聴く取り組み 
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１．むつ市こどもの笑顔まんなかモニター 

令和６年度より、市のこどもに係る施策に、こどもの声を反映させていくために、こ

どもの笑顔まんなかモニターを、市内の小学校４年生から高校３年生相当（１８歳）ま

でのこども・若者から募集しています。 

 

（１）こどもの笑顔まんなかモニターの概要 

①第１期こどもの笑顔まんなかモニター 

・応募人数 ：４１名（小学生１４名、中学生２０名、高校生７名） 

・募集期間 ：令和６年９月２０日～１０月２０日 

・任  期 ：令和６年１１月２０日～令和７年１１月１９日まで 

 

②第２期こどもの笑顔まんなかモニター 

・応募人数 ：３３名（小学生９名、中学生１４名、高校生１０名） 

・募集期間 ：令和７年９月１９日～１０月１９日 

・任  期 ：令和７年１１月２０日～令和８年１１月１９日まで 

 

（２）こどもの笑顔まんなかモニターの活動 

こどもモニター 活動内容 ページ 

第１期 

第１期 

第１,２期 

第２期 

・令和７年６月 アンケート『こどもの権利とこども計画』 

・令和７年９月 アンケート『地球温暖化を防ぐために』 

・令和７年１１月『２０２５こどもの権利の日inむちゅ』 

・令和８年１月『ふらっとinこどもの笑顔まんなかモニター』 

P18 

P26 

P34 

P16 

 

①こどもの笑顔まんなかモニター任命式・感謝状贈呈式・ワークショップ 

・日 時 令和７年１１月２９日 １０時～１２時 

・講 師 甲斐田 万智子氏（ＮＰＯ法人国際子ども権利センター） 

・出席者 第１期・第２期こどもの笑顔まんなかモニター 

保護者、人権擁護委員、ボランティア等関係者、こどもオンブズパーソン、 

むつ市長 

・内 容  こどもモニターに、山本市長より委嘱状が交付されました。その後、講師

の甲斐田万智子氏と一緒に、こどもの権利かるたを使ったワークショップ

を行い、こどもの権利についてみんなで話し合いました。また、会場には、

大湊高校家庭コースの２年生の皆さんが作成した、こどもの権利ポスター

も展示しました。 
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グループワークの様子。小学生から高校生ま

でいろいろな年代が混ざり合って実施しまし

た。 

大湊高校家庭コースの皆さまが作成した『こど

もの権利ポスター』も展示しました。 

世界子どもの権利かるたでは、遊びながら、身

近にある子どもの権利が学べます。 

 

※ワークショップの様子 

  

 

    

  

 

 

  

 

 

 

こどもモニターと甲斐田万智子氏、大谷直こど

もオンブズパーソン、山本知也市長 

大学生の皆さまもボランティアで一緒に参加

し身近な権利のことを話し合いました。 
人権擁護委員の皆さまにはファシリテーター

をお願いしました。 
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たくさんの「むつ市に残ってほしいもの」、「新

しくできてほしいもの」がありました。 

市長と一緒に、むつ市の理想の未来について話

し合いました。 

自分たちの住むまちのことを一生懸命考え

ました。 

参加してくれたモニターみんなで記念撮影 

②ふらっと in こどもの笑顔まんなかモニター 

・日 時 令和８年１月３１日 １０時～１２時 

・出席者 第２期こどもの笑顔まんなかモニター 

・内 容  

モニターのこども達が選んだテーマ「１０年後のむつ市、どうなっていたら最高？」 

  で市長も交えて、ワークショップを開催しました。 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔こどもの声～『ふらっと（ワークショップ）』で出た意見～ 

①１０年後のむつ市に残っていてほしいと思うものや新しくできてほしいと思うもの 

＜１０年後のむつ市に残っていてほしいと思うもの＞ 

やなぎやのフライボール/自然の家/マエダ/あし﨑/マック/図書館/ドンキホーテ/かっぱ寿司/ヤマ

ダ電気/ユニクロ/ＴＵＴＡＹＡ/よろずや/文化会館/田名部祭り/陸上競技場/人/むつ病院/学校/科学

技術館/コスモス幼稚園/マクドナルド/スキー場/自販機/人口/今ある小学校/中学校/高校/今あるお店

（ＴＳＵＴＡＹＡとかドンキ、マエダ本店、ミスタードーナッツ、ピザハット） 

＜新しくできてほしいと思うもの＞ 

イオン/ＥＬＭ/文房具やコスメの専門の店/ファッション店/ＧＵ/かつや/焼き肉キング/山岡家/スイ
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ーツ店/シャトレーゼ/地下鉄/新しいルートのフェリー/新幹線や飛行場/大きい駅/旅館/室内で遊べる

場所（トランポリン場やアスレチック）/大学や専門学校、もっと学校ができてほしい/止まらない電車

/シーナシーナ/室内ドッグラン/エレベーター/歩道橋/イオン/ＩＫＥＡ/アットコスメ/旅館/コメダコ

ーヒー/フェリー/セブン/公園/水族館/動物センター/新幹線/室内で遊べる施設/医学部のある大学/ラ

ウンドワン/トイザラス/スポーツ店/陸上競技場/東京ドームみたいな野球場/スタバ/室内で遊べると

ころ 

②１０年後のむつ市にどうなっていてほしい？ 

わかい人たちがどんどん集まってくれるような環境/室内で遊べる場所があり、楽しみながら身体を動

かすことができる/子どもの学ぶ小中高や大学や専門学校など充実した学びの環境が整ってほしい/大

間や佐井、風間浦などの移動時間の短縮/県外の人からも興味を持ってもらえるような栄えた市になっ

てほしい/仏ヶ浦とか自然を見に来る人が増えてほしい/今のままの自然を残してほしい/都会の人も来

るような観光名所/古い建物は大事に残して観光に来た人が泊まれるようにしてほしい/自然の豊かな

むつ市/でっかいコンサートホールが欲しい/どんな人でも「住んでよかった」と思える市。人口１０万

くらい/誰でも医療費無料/縦貫道完成してほしい/むつ市の面積を増やす/北欧のような税は高いがそ

の分幸せに暮らせる（いろいろな教育とか大学まで無料とかの市/消費税をなくす/ドームにエアコンが

欲しい/でっかい道の駅がほしいな～/とにかくいいまち、人口たくさん/青森県と北海道がつながって

ほしい/県庁所在地むつ市/今の景観を残している/伝統を受け継いでいる/田名部祭りがもっと有名/い

ろいろな店などが並ぶ/栄えている/除雪どこでもしてほしい/細い道にも除雪が入ってほしい/税金無

償化/高齢者の医療費を安くしてほしい/大きいマンションとかアパートとか住む場所/自然を残しつつ

大きなアパートとかもほしい/むつ市にパンダが来てほしい/むつ市に帰ってきた社会人に大学の授業

料を支援してほしい 

 

③１０年後の理想のむつ市のために、むつ市長へひとこと 

サイゼリアがほしい。理由、サイゼリアの商品は安いしおいしいから/学校に給食とかの時間に来て、市

長と意見交換がしたいです/学校のスキー教室を復活させてほしい/廊下や体育館にもエアコンを設置

してほしい/学校で他の国や外の学校の人たちと交流してみたい/街灯を増やしてほしい/下北かるたを

いろんな人に広めたい/伝統を残すために子どもが参加できる活動がほしい/自然の家を無くさないで

ください/自然の家がなくなった後、新しい自然の家を作ってほしいです/社会人の人にも医療費を少し

でいいから負担してほしい/熊対策を強化してください/動物と共存できる市にしてください/熊の対策

を来年度頑張ってほしいです/熊対策を頑張ってほしい/物価高騰をおさえてほしい/地震で建物が倒壊

しないように地ばん強化してください/縦貫道つくるの、がんばれ～/自然豊かな市にするためには「木」

をあまり切らないでほしい（じゃまなものはＯＫ）/むつ市を観光名所にしてほしいから桜の並木がほし

い/学校の通学路を除雪して～/青森県全体を都会にして欲しい/いろんな企業をもっとむつ市に呼んで

ほしい/古民家をつかって新しい事業を始めた方がいいと思います/小学校高学年以上の人たちが遊べ

る環境をもっとほしいです/自然を大切に残してほしいです/自然の家を残してほしいです/大学や専門

学校など、県外に行かなくてもむつ市で学べるようにしてほしい 
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小学生

18％

中学生

52％

高校生

30％

２．こどもの笑顔まんなかモニターアンケートの実施 

 ①『子どもの権利とこども計画』について 

＜概 要＞ 

・目  的  ・子どもの権利の周知度を尋ね、事業の周知方法の参考にする。 

          ・こども計画の策定にあたり、こどもの大切にすることを尋ね、スロ 

ーガン作成の参考にする。 

・実施期間     令和７年６月１８日～７月１日  

・調査対象     こどもの笑顔まんなかモニター 

・調査方法     インターネットを通じてアンケート専用フォームから回答 

 

区分（年代） 対象者数（人） 回答者数（人） 回答率（％） 

小学生 ６ ５ ８３．３ 

中学生 ２６ １４ ５３．８ 

高校生 ８ ８ １００ 

その他 １ ０ ０ 

合計 ４１ ２７ ６５．８ 

 

回答者の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の内訳は、 

中学生が最も多く５２％、 

次いで高校生が３０％、 

小学生が１８％だった。 
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聞いたことがない

0％
どんな内容か

よく知っている

5％

名前だけ聞い

たことがある

18％どんな内容か少し

知っている

67％

『子どもの権利』について知っていますか？

0%

8%

13%

16%

16%

19%

28%

必要だと思うことはない

親やきょうだいと一緒に話す

学校以外のところ（イベントなど）で学ぶ

ＳＮＳや動画で知る

パンフレットやちらしをもらう

こどもに関わる大人が学ぶ時間をつくる

学校で学ぶ

あなたと同じくらいの年齢の人に「子どもの権利」について知っ

てもらうには、どんな方法がよいと思いますか？

子どもの権利について 

・８割以上が知っていると回答。 

・小中高生それぞれで「どんな内容か

少し知っている」が最も多かった。 

・小中高それぞれで「学校で学ぶ」が最も多かった。 

・高校生では「ＳＮＳや動画で知る」が２番目に多かった。 

・小中学生は「こどもに関わる大人が学ぶ」が２番目に多かった。 
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周りの大人が、あなたやあなたの考えを大切にしてくれて、「よくわかってもらえた」と
思うのはどんなときですか？ 

小学生、高校生は「いない、でも、

ほしい」と「いない、いらない」が

同数、中学生は「いない、でも、ほ

しい」が最も多かった。 

いない、いらない

26％

いる

37％

いない、でも、ほしい

37％

あなたには、家族や学校・塾の先生以

外に、相談できる大人や、自分を大切

にしてくれる大人はいますか。

（中学生）

（高校生）

・何かを伝えた時に大人の人がその伝えたことに対して共感してくれたとき。また、自分の意見を言ってくれ
た時。

 意見や気持ちが理解・尊重された時

 助言をくれた時

（小学生）

（高校生）

・話をきちんときいてくれて、解決方法など教えてくれたとき。

（中学生）

（中学生）

（高校生）

（高校生）

 話を聞いて共感してくれる時

・学校での出来事をよく聞いてもらえる。

・学校で嫌な事があったとき、とことん話を聞いてもらえた。

・よく伝えられた時。

・自分に同情してもらえた時。

（小学生）

・他の人には言えないような胸の内など、秘密を明かして、特に何も言われず、受け止めてもらえた時。

・話を否定せずにじっくり聞いてもらえた時。

・自分が困った時や悩んでいる時にいち早く気がついて相談に乗ってくれたり話を聞いてくれたりした時で
す。一番欲しがっていた言葉をかけてくれると安心できるし、とっても救われた感じがします。

・話を聞いてくれたり、共感してくれた時、応援してくれる時。

・悩みを打ち明けた時に共感してくれた時。

・ちゃんと話を聞いてくれて、その解決策を一緒に考えてくれた時。

・的確なアドバイスをもらえた時。

・腑に落ちたとき。

・自分の努力が認めれたとき。僕のために事をしてくれたとき。ほめられたとき。

・考えが、大人にうまく伝わった時。

・自分の提案に賛成してくれたときに、よかったなと思います。そして、子供の権利に大人が興味を持ってく
れると嬉しくなります。

・夢を理解してもらった時。

・自分の意見を納得して貰えた時。

・進路について、私の意見に賛成してくれたり、私の意見を尊重すると答えてくれたりしているとき。

・やりたいことを応援してくれた時。

・悪いことをしてる人に注意したとき。

・行きたい塾について。

 認めてもらえる時

 サポートしてくれる時

・いいねや頑張ったねなど褒めてくれた時や、頑張ったけど失敗してしまった時、次を期待してくれた時。

・自分の考えた事が「良い案だな」とか言ってもらえたとき。

・努力していたことが認められたとき。

（小学生）

（中学生）
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反対に、周りの大人から、あなたやあなたの考えが大切にされていないと感じたり、「こ

んなことを言われるとやる気をなくしてしまう」と思うのはどんなときですか？ 
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未回答

4％
どんな内容か

よく知っている

7％

聞いたことがない

19％

どんな内容か少し

知っている

30％

名前は聞いた

ことがある

42％

『こども基本法』を知っていますか

0%

1%

3%

3%

5%

8%

9%

9%

13%

15%

17%

17%

着るもの

その他

くすりや病院

水や「きれい」を保つもの

学校以外の勉強できる場所

育ててくれる人

思いを聞いてもらえること

自分のできることを増やす

自分を理解してくれる大人

家や安全な場所

食べ物や栄養

遊ぶことや休むこと

むつ市で、こどもが元気に育つ（あなたがあなたらし

く育つ）ための『こども計画』をつくるとしたら、一

番大切なものは何だと思いますか？

 こども計画について 

『こども基本法』について、中高生

は「名前は聞いたことがある」が最

も多く、小学生は「聞いたことがな

い」が最も多い結果であった。 

24%

24%

14%

9.5%

9.5%

9.5%

9.5%

テレビ

学習会・勉強会

インターネット

学校の先生の話

学校からのお知らせ（お手紙など）

ポスター・ちらし

その他

【１～３を選択した方のみ回答】知ったきっかけは何

ですか？ 『こども基本法』を知ったきっか

けについて、『テレビ』と学習

会・勉強会で知ったというの回答

が最も多かった。また、中高生で

は「テレビ」という回答が最も多

く、小学生は「学校からのお知ら

せ（お手紙など）」が最も多かっ

た。 

 高校生では「遊ぶこと

や休むこと」が最も多

く、中学生では「遊ぶこ

とや休むこと」「食べ物

や栄養」「思いを聞いて

もらえること」が同数で

最も多く、小学生では

「食べ物や栄養」「家や

安全な場所」が最も多か

った。 
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「こどもだからできる！」（おとなになったらできない？やりづらいかな？）と思うことは何ですか？ 
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むつ市がこれからどんなまちになったらいいと思いますか？ 
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4%

7%

15%

26%

48%

『こどもの笑顔がいつもたえないまち むつ』

その他

『まちじゅうに、こどもの笑顔があふれるまち むつ』

『みんなで目指す、こどもの笑顔まんなかのまち むつ』

『こどもの笑顔と夢がひろがるまち むつ』

もし、こども計画に『スローガン』（どんなまちを目指すかの目標）

をつくるとすれば次のどれがいいですか？

・中高生では「こどもの笑顔と夢がひろがるまち むつ」が最も多かった。 

・小学生は「こどもの笑顔と夢がひろがるまち むつ」と「みんな で目指す、こどもの

笑顔があふれるまち むつ」と「まちじゅうに、こどもの笑顔があふれるまち むつ」

が同票だった。 

※その他回答 ・子どもと地域のひとの笑顔があふれる町むつ 

       ・子どもの笑顔と夢を創るまち むつ 

 今回のアンケートでこどもモニターの皆さんから聞いた「こどもの権利を

知ってもらう方法」については、今後、むつ市で取り組んでいる、こどもの

権利を広めていくための業務の参考にしたいと思います。 

また、こどもモニターの皆さんからいただいたスローガンについての意見

は、現在、作成している『むつ市こども計画』のなかに掲載される予定で

す。 
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②『地球温暖化を防ぐために』について 

＜概 要＞ 

・目  的  ・地球温暖化またはその対策について周知度を尋ね、今後の事業や施

策の参考にする。  

        ・今後目指す｢地球温暖化対策推進実行計画（区域施策編）｣の策定に

あたり、計画名のアイデアをこどもたちから集めることで、未来を

担うこどもたちが身近に感じてくれる計画としていきたい。 

・実施期間     令和７年９月２２日～１０月５日  

・調査対象     こどもの笑顔まんなかモニター 

・調査方法     インターネットを通じて、アンケート専用フォームから回答 

・対象者数/回答者数/回答率 

区分（年代） 対象者数（人） 回答者数（人） 回答率（％） 

小学生 ６ ５ ８３．３ 

中学生 ２６ １８ ６９．２ 

高校生 ８ ６ ７５．０ 

その他 １ ０ ０．０ 

合 計 ４１ ２９ ７０．７ 

 

 

・回答者の内訳 

 

 

 

 

 

小学生

17％

中学生

62％

高校生

21％

回答者の内訳は、中学生が最も多く６

２％、次いで高校生が２１％、小学生

が１７％だった。 
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どんな内容か少し

知っている

55％

どんな内容かよく

知っている

38％

名前だけ聞いた

ことがある

7％

聞いたことがない

0％

『地球温暖化』について知っていますか？

0%

1%

11%

13%

16%

17%

18%

24%

知らない

その他

熱中症になる人がふえる

畑で野菜などがとれにくくなる

台風や大雨の災害がふえる

海の水がふえて地面が海にしずんでしまう

生きものの住む場所が変わる

どんどん暑くなる

地球温暖化が進むとどんなことが起こるか、知っているもの

はありますか？

20%

19%

16%

13%

12%

11%

8%

0%

車によく乗る

電気をたくさん使う

エアコンやストーブなどを長く強く使う

ごみが多い

コンビニやスーパーのレジ袋をたくさんもらう

食べものを残す

ものをすぐに買いかえる

その他

次のなかに、自分たちがやってしまう地球温暖化の原因はありますか。

・半数以上が「どんな内容か少し知ってい

る」と回答。 

・小学生は「どんな内容かよく知ってい

る」と「どんな内容か少し知っている」

が最も多く同数であった。 

・中学生は「どんな内容か少し知ってい

る」が最も多く、高校生は「どんな内容

かよく知っている」が最も多かった。 

・小、中、高それぞれで「ど

んどん暑くなる」が最も多

かった。 

・小学生は「生きものの住む

場所が変わる」が２番目に

多かった。 

・中高校生では「熱中症にな

る人がふえる」が２番目に

多かった。 

・小学生は「車によく乗る」「電気をたくさん使う」の順で多かった。 

・中学生は「電気をたくさん使う」、「エアコンやストーブなどを長く使う」の順で多かった。 

・高校生は「車によく乗る」、「電気をたくさん使う」、「エアコンやストーブなどを長く強く 

使う」、「ごみが多い」等の回答が同数でばらつきがなかった。 

その他：食物連鎖が変化し、生きものの数が変わる 
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ときどきしてい

る

52％

あまりしてい

ない

31％

よくしている

17％

していない

0％

家や学校で何かエコなこと（節電・節

水・ごみを減らす等）をしていますか？

・使ってない部屋の電気を消す。

・給食を多めに食べる（生ゴミ削減）、使っていない部屋の電気は消す、なるべく電灯の明るさを最低にして使う。

・節電、節水をするようにしている。食品ロスにならないようにしている。

・こまめに、電気を消す。歯磨きのとき、水を出しっぱなしにしない。

・節電、節水。

・リサイクルできるものは、リサイクルに出している。また、節電するようこまめに電気を消してる。

・シャワーを出しっぱなしにしない

・人がいない教室は電気を消す。

・節電

小学生

中学生

高校生

・誰もいない部屋の電気を消している。エアコンをずっとつけていない。エコバックを使うようにしている。食べれない分は
減らしている。

・水は長く出さないで必要な分だけ。温暖化が進むと野菜や魚が生きにくくなるから、今ある野菜や魚やお肉を美味しく食べ
る。残さない。

・マイバッグの持ち歩き。

・エコバッグを持ち歩いている。

・教室に誰もいない時は電気を消す。

・歯を磨く時に水道の水をとめている。

・服を難民地域にとどけている。ペットボトルのキャップやコンタクトケースを集めている。ペットボトルを分別している。

・ペットボトルのリサイクル。

・使っていない電気を消す。食べ物を残さない。

・水を無駄にせず大切に使うことや、使わない部屋の電気を消して、なるべく家族が一つの部屋で過ごすようにしていること
です。

・ペットボトルを買わないで水筒を使う。

『家や学校で何かエコなことをしていますか？』で「よくしている」「ときどきしてい

る」と選択した方のみ回答。どんなことをしていますか？ 

小中高それぞれで「ときどきしてい

る」が最も多かった。 
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少しそう思う

69％

とてもそう思う

17％

あまり思わない

14％

全く思わない

0％

地球温暖化を防ぐために、自分の行動は役に立つと思い

ますか？

とても大事

93％

少し大事

7％

あまり大事ではない

0％

これまでの人たちのくらしの影響

なので、自分たちには関係ない

0％

地球温暖化は、これまでの人々のくらしが大きく影響し

ています。将来のために「自分たち」が地球温暖化を防

ぐことは大事だと思いますか？

少し参加してみたいかも

76％

ぜひ参加したい

17％

あまり参加したくない

7％

参加したくない

0％

学校や地域で「地球温暖化を防ぐための活動やイベン

ト」があれば、参加してみたいですか？

小中高それぞれで「少しそう思

う」が最も多かった。 

小中高それぞれで「とても大

事」が最も多かった。 

・小学生と中学生は「少し参加し

てみたいかも」が最も多く、高校

生は「ぜひ参加したい」が最も多

かった。 
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小学生

中学生

・ゴミを出す量を少なくする。

・自分の食べれる量を作る。
・頼む使わない場所の電気を消す。
・ゴミを見つけたら拾う。

・自動車を使わないむつ巡りウォーキングイベントを開く。
・ゴミ拾い大会を開く。
・エコバッグを作れるイベントを開く。

・もっとスーパーでの節電を増やす。エコバックを使うように呼びかける。
・給食の量を少ない所は減らす。

・ゴミ拾い活動や節電タイムを作る。

・ゴミを減らす。

・自転車などで電気を発電するイベント

むつ市民・学校に通う人達で出来る事はたくさんあると思う。例えば、
・一斉にすればトラブルがあると思うから学年別・区分けされたゴミ拾い。捨てられたゴミを種類別にグラフ化して《捨てられ
ない為にはどうするかを考察・発表》それを模造紙で新聞化してむつ市主催のイベントで発表か市政たよりで一面掲載。
・小学高学年から上の人は川の水質調査とかして水質汚染やむつ市の在来生物・外来生物の勉強とかしてみたい。
・幼稚園や保育園の子はむちゅらんが分かりやすく温暖化の危険性を分かってもらえるようなビデオや人形劇をして覚えててく
れたらいいなと思います。
・交通安全期間があるようにむつ市独自で温暖化を考える期間を季節で作って継続的に取り組んでもいいと思うし、大事だと思
う。

・生活環境を変えるのは難しいと思うので、週に1回節水や節電、ご飯を捨てないなどをして、100ポイントたまったらお米券と
交換するなどすればいいと思います。写真を撮って市役所に送るなど…それをどんどん日にちを増やしていけばいいと思いま
す！

・回収のゴミ袋をビニールにしない。学校などから、配布される紙類をなくした方が良い。

・ごみの量を減らす。

・もっと、リサイクルするように皆してほしい。食品の発泡スチロールなど桶等でうってごみを減らすなど。

・車に乗る日を減らす。

・自転車を使おうキャンペーン。

・植林活動や、植林活動に関連する活動（緑の羽根募金など）の頻度を増やす。
・（もし、むつ市民全体の総電力消費量の把握が可能であれば、）むつ市民の総電力消費量が、ある一定の数値を下回った時、
商品券を配布するなどの市ぐるみのイベントを開催する。

・エコバッグやマイ箸の持ち歩き。

・花など、植物を植える
・リサイクルボックスをもう少し増やす。

・ペットボトルや紙などのリサイクル。ゴミを減らす工夫。
・早寝早起きで電気やエアコンを節約。

・みんなが使いたくなるようなデザインのエコバックを市で売る。

・ごみ捨てしない。

高校生

地球温暖化を防ぐために、むつ市民がみんなでできるエコな行動について、何かアイデア

があったら教えてください。毎日の小さな取り組みでも大丈夫です。 
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小学生

中学生

・海面上昇などで自分の国が水没してしまうような国がない地球。

・海面が上昇しない。

・生き物が、本来の生息場所で、いきいきと暮らせるような環境。
・南極など、寒帯の地域の氷がもとの大きさに戻って、その土地固有の生物が生きていける環境。
・夏の平均気温が35度を下回る環境の地球であってほしい。

・子供達が安心して遊べる、街や山、海にゴミがない自然が守られている、緑がたくさんある街。

・夏でも涼しく、くらしや食に困らない環境。

・昔みたいに夏でも涼しく、冬はたくさん雪が降って遊べるようになってほしいです。また、異常気象に悩まされることなく
春夏秋冬を感じられるようなまちがいいです。

・相手のことを思いやって暮らせる地球。

・自然と共有したい、体育など制限がかけられない程度の気温がいい。

・暑すぎずみんなが過ごしやすい地球。

・ちゃんと、季節が感じられ産業が上手くいけるような地球であってほしい。

・夏過ごしやすい温度であってほしい。

・地球温暖化がおさまり、継続して、安心して暮らせる地球。

・暑すぎない気温がいい。食べ物が安く、安心して食べられる。

・魚がよく獲れるようになってほしい。

・四季があって、人間も、生き物達も平和に生きられる地球であってほしい。

・熱中症を気にしないで思いっきり自然と関われるような地球であってほしい。こんな地球で生きる子ども達が可哀想だと思い
たくない地球がいいな。

・気温があまり高くない。農作物などがしっかり育つ。

・異常気象で暑さや豪雨、雷などの被害がなく、過ごしやすい環境が保てる地球。以前のように四季がはっきりと感じられたら
いい。

・夏の暑さが秋まで続かず、季節に見合った気温の環境がいい。地球温暖化で悩むことの無い環境がいい。

・安心出来る地球。

高校生

あなたが大人になったとき、どんな環境の地球であってほしいですか？ 
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むつ市は、今後、地域のみんなで地球温暖化を考え行動する計画づくりを進めたいと思っ

ています。この計画に『名前』をつけるとすれば、何かあなたのアイデアはありますか？

みなさんじゃないと思いつかないワクワクする名前を期待しています。 

・冷まそう地球、温めよう皆の暮らし

小学生

中学生

高校生

・Earth　Defense　Force

・むつ市ワクワクドキドキ地球環境を守れるのか!?
・未来の地球人を守れ！

・ハッピーむつ運動

・むつの未来を温暖化から守る・むつ市環境防衛プロジェクト

・温暖化STOP！まずはむつ市から広げたい脱・温暖化！
・守りたい私とあなたとミライの地球・クリーンむつ市大作戦！！！

・地球を守るヒーローになるために！

・大胆県むつ市
・元に戻せ！地球温暖

・WE♡LOVE地球

・大切な地球をみんなで守ろう、そして暮らしやすい街にしていこう

・むつエネチャレンジ

・地球に優しいキャンペーン

・青い森計画Ｍ（M＝むつ市のイニシャル、青い森を『つくる』という意味のmake）

・拾って撮ってみんなでゴミ活：街に落ちているゴミを見つけたら拾って、その場で写真を撮って市役所に送るとゴミの種類
によってポイントがもらえるアプリがあればいいなと思う。
・拾ってアート：拾ったゴミだけアートを造る(アート展をひらく)

・未来の笑顔

・地球の未来を守ろうプロジェクト

・むつ市クールビジョン

・止めよう！地球温暖化

・未来を守る僕らの一歩
・クールアース計画
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Ⅳ こどもの権利普及啓発活動 
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１．２０２５こどもの権利の日 in むちゅ 

✔日 時 令和７年１１月２９日 

午前の部：１０時～１２時 午後の部：１４時～１５時３０分  

✔場 所 むつ市中央公民館 

✔講 師 甲斐田 万智子氏（NPO 法人国際子ども権利センター） 

 

・第１部 第２期こどもモニター任命式/第１期こどもモニター感謝状交付式 

ワークショップ 

参加者：第１期、第２期こどもの笑顔まんなかモニター 

内 容：→第Ⅲ章『こどもの声を聴く取り組み』（P13）をご覧ください。 

 

・第２部  こどもの権利のお話し/メルトクレヨン・アート 

参加者：親子、小学生等 

内 容：こどもの権利のお話しを聞いた後、メルトクレヨンでアート作品をみん

なでつくりました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．むつ市こどもの権利出前講座 

むつ市では、こどもの権利の日を１１月２０日と定め

ています。今年は、それぞれの権利の色を使って、

みんなで、メルトクレヨン・アートに挑戦しました。 



35 

 

２．むつ市こどもの権利出前講座 

✔内 容  こどもの権利相談員による「こどもの権利擁護」をテーマとしたむつ市出

前講座を、学校や地域で以下のとおり開催しました。 

✔回 数  計 １４回 

✔講 師  むつ市こどもの権利相談員 

⑴むつ市立大湊小学校 

✔日 時：令和７年５月２日 １４時～ 

✔参加者：小学４～６年生、教員等 ３８人 

✔場 所：大湊小学校視聴覚室 

 

 

⑵むつ市立大平中学校 

✔日 時：令和７年５月３０日 １４時４５分～ 

✔参加者：中学１年生、教員等 ８１人 

✔場 所：大平中学校体育館 

 

 

⑶むつ市立第一田名部小学校 

✔日 時：令和７年６月１９日 ９時１５分 ～ 

✔参加者：小学５年生、教員等 ４８人 

✔場 所：第一田名部小学校教室 

 

 

⑷むつ市立脇野沢中学校 

✔日 時：令和７年７月８日 １４時５５分～ 

✔参加者：中学生１～３年生、教員等 １３人 

✔場 所：脇野沢中学校学習室 

 

 

⑸むつ市立脇野沢小学校 

✔日 時：令和７年７月１４日 １４時４５分 ～ 

✔参加者：小学生、教員等 １１人 

✔場 所：脇野沢小学校高学年教室 
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⑹むつ市立第二田名部小学校 

✔日 時：令和７年７月１６日 １０時２０分 ～ 

✔参加者：小学６年生、教員等 ６６人 

✔場 所：第二田名部小学校教室 

 

 

⑺青森県立大湊高等学校 

✔日 時：令和７年８月２８日 １４時２５分 ～ 

✔参加者：高校２年生、教員等 １３人 

✔場 所：大湊高校教室 

 

 

⑻むつ市立川内小学校 

✔日 時：令和７年９月１８日 ９時１５分 ～ 

✔参加者：小学４年生、教員等 １２人 

✔場 所：川内小学校教室 

 

 

⑼青森県立田名部高等学校 全日制 

✔日 時：令和７年１０月９日 １３時３０分 ～ 

✔参加者：高校１年生、教員等 ２５人 

✔場 所：田名部高校教室 

 

 

⑽青森大学むつキャンパス（工藤ゼミ） 

✔日 時：令和７年１０月２８日 １４時４０分 ～ 

✔参加者：大学１年生、教員等 １１人  

✔場 所：青森大学講義室 

 

 

⑾むつ市立苫生小学校 

✔日 時：令和７年１１月７日 ９時１５分 ～ 

✔参加者：小学５年生、教員等 ７０人 

✔場 所：苫生小学校教室 
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⑿むつ市立関根小学校 

✔日 時：令和７年１１月２１日 １１時２０分～ 

✔参加者：小学５，６年生、教員 １８人  

✔場 所：関根小学校教室 

 

 

⒀青森県保育連合むつ支部 

✔日 時：令和８年１月２０日 １４時～ 

✔参加者：保育従事者等 ６０人  

✔場 所：下北文化会館大集会室 

 

 

⒁第２期こどもの笑顔まんなかモニター 

✔日 時：令和８年１月３１日 ９時～ 

✔参加者：小・中学生、保護者 １８人 

✔場 所：むつ来さまい館イベントホール B 

 

 

 

出前講座を受けてくれた児童・生徒の感想文（抜粋） 

●子どもには権利ということがあって、子どもは０才（生まれたときから）１８才になってい

ない人だと初めて知りました。子どもの権利条約の記号があると初めてわかりました。特に、

僕は１２番（意見を表す権利）がすきです。（小学生） 

 

●子どもの権利とかは大体知っていたけど、コルチャック先生のことは知らなくてとても勉強

になりました。あと、コルチャック先生は子ども達を心配させないように、コルチャック先生

も一緒に絶滅収容所に行ったのがすごいと思いました。外国とかで子どもの権利が守られてい

ない国の子達にこれを教えてあげたいなと思いました。（小学生） 

 

●今日子どもの権利条約について詳しく教えてもらって、子どもは守られているんだなあと思

い安心しました。なので子どもの権利条約が守られていない国があることを知ってとても悲し

かったです。コルチャック先生は子どものために命を捧げていたということを聞いてとても感

動しました。コルチャック先生のおかげで守られているので、自分の命を大切にしようと思い

ました。（小学生） 

 

●子どもの権利が基本的なことからさ細なことまで、細かく決められていることに驚きました。

戦争や大人の都合で権利が守られていない人たちが世界にいることを知ったので、そのような
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人たちを守るために自分たちができることを調べたいです。 

コルチャック先生の行動も、子ども達を最優先に考えて、最期まで子ども達のことを思って

ガス室に入ったということが自分だけのことを考えていない心の底から優しい人なんだなと痛

感しました。コルチャック先生のように周りのことを考えて正しい行動ができる人になりたい

です。（小学生） 

 

●権利はいつでも使えるものであり、それが守られなかったら取り戻せるということを知った。

しかし、自分の権利だけを押し通して相手の権利が奪われてしまうと本末転倒なので、相手と

妥協できるところを探し、その方法でどうにかしようと思えた。私自身弟と仲が悪く、よくケ

ンカしてしまうので、今回の学習会で学んだことを生かして生活していきたいと思う。将来は

コルチャックみたいな優しい心を持った大人になりたいと思った。（中学生） 

 

●コルチャックがいなかったら、権利はなかったかも知れないし、コルチャックを見て子ども

の権利を提案したポーランドにも感謝しなければいけないと思うし、コルチャックとポーラン

ドの行動がすごいなと感じました。権利が守られていない国でも、いつか守られるようになる

ことを願います。（中学生） 

 

●僕は子どもの権利というものを知りませんでした。子どもの権利は全部で４２あり、チケッ

トのようなものです。差別の禁止や、教育を受ける権利は少しは知っていたけど、詳しくは知

らなかったので、今回の授業で詳しく学ぶことができました。特に大切だと思うのは、３８条

の戦争からの保護の権利が大事だと思いました。（中学生） 

 

●今日の出前授業で初めて子どもの権利条約というものを知ることができました。子どもには

沢山の権利があってすごいと思いました。今の時代は人種差別、性別に関する差別などがあり

大変な世の中ですが、そのようなことも自分たちが互いにわかり合うことによって解決できる

と思いました。肌の色が違うから差別するなどは相手の心に大きな傷を残すことになるので、

なるべく早く差別がなくなってほしいと思いました。（中学生） 

 

●今日の学習で子どもに権利があると思いました。子どもの権利は一つだけではなくたくさん

あることを知れました。権利は大人だけではなく、生まれたときから権利があることを知れま

した。障害者でも車椅子でも必ず権利があると思いました。自分はいじめられていたりしてい

るから権利がないと思わないで、自分にはちゃんと自分の権利があるということを忘れないで

生活したいです。（中学生） 
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３．むつ市こどもオンブズパーソン講演会 

青森県高等学校ＰＴＡ連合会下北協議会の研修において、高校生の保護者や高校の教

員の皆さまに田中こどもオンブズパーソンによるこどもの権利講演会を行いました。 

✔日  時：令和７年１１月２５日 １８時３０分～２０時 

✔場  所：下北文化会館大研修室 

✔講  師：むつ市こどもオンブズパーソン 田中 志子氏   

✔テ ー マ：“守る”から“尊重する”へこどもの権利を考える 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．普及啓発物の配布 

こどもの権利の普及啓発を目的とした配布物として、条例の逐条解説、こどもの笑顔まん

なか条例ポスターやこどもの権利相談窓口のチラシ、こどもの権利相談窓口周知カード等

を作成・配布しました。 

 

✔こどもの笑顔まんなか条例逐条解説 

むつ市ホームページに掲載しています。 

【URL】https://mutsu.cmskit.jp/kurashi/kosodate/2024-1209-kodomonokenri.html 

    

 

田中志子こどもオンブズパーソン 会場の様子 
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✔こどもの笑顔まんなか条例ポスター（A2）やこどもの権利相談窓口のチラシ （A4） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔こどもの権利相談窓口カード 

市内の小学校児童、中学校生徒・高等学校生徒、養護学校児童・生徒に配布しました。 
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Ⅴ 資  料 



42 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時（自殺）相談対応の原則・留意点 

●ＴＡＬＫの原則 自殺の危険が高まった子どもに対する関わり方の原則 

 

希死念慮（自殺をほのめかす）、自傷行為（リストカット）等、命にかかわる内容の

相談があった際は、こどもの権利相談員のみで判断せず、こどもオンブズパーソンに判

断を伺いながら対応する。 

 
※虐待については要対協事務局へ 

むつ市こどもの権利相談窓口緊急対応フロー図 

● むつ市こどもオンブズパーソン 

田中こどもオンブズパーソン ／ 大谷こどもオンブズパーソン 

● むつ市子育て支援課   

・こども家庭支援 G（要保護児童対策地域協議会事務局） 

電話 ０１７５-２２-１１１１ 代表 

● 市教育委員会 

・総務課・学校教育課  電話０１７５-２２-１１１１ 代表 

  

● 下北児童相談所      電話０１７５-２３-５９７５ 

 

● むつ警察署         電話０１７５-２２-１３２１ 

＜連絡先一覧＞ 

緊急性の相談 

 

助
言 

 

必
要
に
応
じ
て
対
応 

こどもオンブズパーソン 

判
断 

必
要
に
応
じ
て
連
携 

対 

応 

むつ市子育て支援課 
こどもの権利相談窓口 

（初回相談対応：こどもの権利相談員・担当者・課

 

相談者 

必
要
に
応
じ
て
連
携 
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Tell 言葉に出して心配していることを伝える。 

「死にたいくらいに辛いことがあるんだね。」「あなたのことがとても心配だよ。」とはっき

りと言葉に出して伝えましょう。 

Ask 『死にたい』気持ちについて率直にたずねる。 
「死にたいと思っているの？」「どんなときに死んでしまいたいと思ってしまうの？」と率直

にたずねましょう。真剣に聴く姿勢があるのであれば、自殺を話題とすることはむしろ自殺予

防への一歩となります。 

Listen 死を思うほどの絶望的な気持ちを傾聴する。 
子どもが『死ぬこと』しか思いつかなかった状況を理解するために、話をさえぎらずに、ゆっ

くりと耳と目と心を子どもの声に傾けましょう。十分な傾聴の後に、構築された信頼関係の中

で、『自殺以外の具体的な問題解決の方法』について子どもと一緒に考えてみることはとても

有効なことです。 

Keep safe 子どもの安全を確保し、専門家へつなげる。 

「危ない！」と感じたら、その子どもを決して一人にせず、寄り添い、安全を確保した上で、

すぐに専門家へとつなげましょう。 

●対応の留意点 

１） ひとりで抱え込まない  

 自殺の危険の高い子どもをひとりで抱えこまないことが大切です。チームによる対応は、多くの目

で子どもを見守ることで理解を深め、共通理解を得ることで支援者自身の不安感の軽減にもつながり

ます。 

 

２） 急に子どもとの関係を切らない 

 自殺の危険の高い子どもに親身に関わっていると、しがみつくように依存してくることも少なくあ

りません。昼夜分かたず関わっていたかと思うと、疲れてしまって急に関係を切ってしまうといった

態度は、子どもを不安にさせます。子どもとの間には継続的な信頼関係を築くことが大切です。 

 

３）「秘密にしてほしい」という子どもへの対応 

 子どもが「他の人には言わないで」などと訴えてくると、ひとりだけで見守っていくというような

対応に陥りがちです。自殺の危険はひとりで抱えるには重過ぎます。子どものつらい気持ちを尊重し

ながら、保護者にどう伝えるかを含めて、こどもオンブズパーソン、関係機関と相談をします。 
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４） 手首自傷（リストカット）への対応 

 自傷行為は、将来起こるかもしれない自殺の危険を示すサインです。あわてず、しかし真剣に対応

して、関係機関につなげることが大切です。子どもは、はじめは抵抗を示すかもしれませんが、本人

の苦しい気持ちを認めるような姿勢で関わってください。 
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むつ市こどもの笑顔まんなか条例 

  

                           令和６年３月１５日公布                                

む つ 市 条 例 第 ３ 号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 市の責務及び保護者等の役割（第４条－第８条） 

 第３章 こどもにやさしいまちづくりの推進（第９条－第１３条） 

 第４章 こどもの権利侵害に対する相談と救済（第１４条－第１９条） 

 第５章 こどもの権利相談窓口の設置（第２０条） 

 第６章 こどもに関する施策を総合的に推進するための計画（第２１条－第２２条）    

 第７章 雑則（第２３条） 

 附則 

 日本には、平和な社会を維持し、国民の基本的人権を永久の権利として定めている日本国憲

法があります。 

 また、日本は、世界の国々と、児童の権利に関する条約を結び、誰もが生まれたときから権

利をもつ主体であり、あらゆる差別や不利益を受けることなく、ひとりの人間として、自分ら

しく、豊かに成長、発達していく権利があることを認め、これを大切にすることを約束してい

ます。さらに、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこどもが、

将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推

進することを目的として、こども基本法が制定されました。 

 こどもは、誰もが幸せに生きる権利をもっています。命が守られ、自分に関係のある事柄に

ついて自由に意見を表すことができ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、

児童の権利に関する条約やこども基本法に定める全ての権利が保障されなければなりません。 

 こどもは、自分のもつ権利を正しく学び、自分以外の人も同じ権利をもっていることを理解

するとともに、お互いの権利を尊重し合うことが大切です。自分を大切に思う気持ちや自分以

外の人を思いやる気持ちをもつことが、社会性を身につけることや命を大切にすることにもつ

ながります。 

 こどもは、まわりの人から大切にされていると実感することで、自分や自分以外の人を大切

にする心が育まれるとともに、物事に挑戦する気持ちが高まり、自分のもっている能力を更に

広げていくことができます。 

 大人は、こどもの権利を実現していくために、こどもの成長と発達する力を認め、こどもの

思いや意見を受け止め、誠実に向き合うことが必要です。そして、こどもに関することが決め
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られ、行われるときは、こどもにとって最も良いことは何かを共に考え、支援していく責任が

あります。 

 私たちは、こどもにやさしく子育てがしやすいまちづくりを推進していくため、こどもの意

見を取り入れながら、地域全体でこどもに関わる施策に取り組んでいく必要があります。 

 地域の宝であるこどもは、むつ市の将来を担っていく大切な存在です。こどもが、四季折々

の豊かな自然に恵まれたむつ市で、地域の一員として尊重され、地域の人々のぬくもりの中で

健やかに成長し、夢と希望をもって未来へ羽ばたいていくことを願い、条例を制定します。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、全てのこどもが命を守られ、自分らしく生き、健やかに成長していくこ

とができるよう、こどもを権利の主体として認め、こどもにとって大切な権利を保障すると

ともに、市の責務並びに保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者の役割を明らかにすること

により、その育ちを支え、こどもが笑顔になるようこどもをまんなかに捉え、こどもにやさ

しいまちづくりを推進することを目的とする。 

 （ことばの定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ こども １８歳未満の者その他当該者と等しく権利を認めることが適当と認められる者

をいう。 

 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいう。 

 ⑶ 育ち学ぶ施設 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）に定める学校、専修学校及び各種学校その他の施設

で、こどもが育ち、又は学ぶことを目的として通学し、通所し、又は入所する施設をいう。 

 ⑷ 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者（こどもを除く。）をいう。 

 ⑸ 事業者 市内に事業所又は事務所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 こどもの権利の保障は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。 

 ⑴ 日本国憲法、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）、こども基本法（令和４

年法律第７７号）の理念に基づき、こどもを権利の主体として尊重すること。 

 ⑵ こどもに関わることを決める場合は、こどもの年齢、成長及び発達に応じて、こどもの

意見を尊重し、こどもの最善の利益を第一に考慮すること。 

 ⑶ 社会を担っていく存在であるこどもが、社会の一員として意見表明し、社会参加するこ

とができるよう環境を整備すること。 

 ⑷ 市、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者が、それぞれ相互に連携し、及び協力する

ことにより、こどもにやさしいまちづくりに取り組むこと。 
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 第２章 市の責務及び保護者等の役割 

 （市の責務） 

第４条 市は、こどもの権利を保障するため、こどもに関する施策を総合的に実施しなければ

ならない。 

２ 市は、こどもに関する施策を推進するに当たり、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者

と協働するとともに、国及び他の地方公共団体と連携して取り組まなければならない。 

３ 市は、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者が、それぞれの役割を果たすことができる

よう、必要に応じて支援し、相互に連携が図られるよう調整を行わなればならない。 

 （保護者の役割） 

第５条 保護者は、こどもの成長及び発達について第一に責任及び義務があることを認識し、

こどもの最善の利益を考え、その権利を保障しなければならない。 

２ 保護者は、こどもの意見等に耳を傾け、こどもの年齢、成長及び発達に応じて、こどもの

意見等を尊重するように努めるものとする。 

３ 保護者は、育てているこどもに対して、虐待等こどもの権利を侵すような行為を行っては

ならない。 

４ 保護者は、こどもを育てることに関して困ったときは、市その他関係機関に必要な支援を

求め、より良い家庭環境づくりに努めるものとする。 

 （育ち学ぶ施設の役割） 

第６条 育ち学ぶ施設は、こどもの健やかな成長及び発達にとって重要な役割を果たすことを

認識し、こどもの最善の利益を考え、その権利を保障しなければならない。 

２ 育ち学ぶ施設は、こどもが社会性を身につけることができるよう支え、こどもの年齢、成

長及び発達に応じて、こどもの意見等を尊重するように努めるものとする。 

３ 育ち学ぶ施設は、いじめ、虐待及び体罰について、関係機関と連携し、未然防止、早期発

見及び解決に向けた取組を行わなければならない。 

 （市民の役割）  

第７条 市民は、地域がこどもにとって様々な経験を通して豊かに成長し、及び発達するため

に大切な場であることを認識し、こどもの最善の利益を考え、こどもの権利を保障しなけれ

ばならない。 

２ 市民は、こどもの意見等に耳を傾け、こどもの年齢、成長及び発達に応じて、こどもの意

見等を尊重するように努めるものとする。 

３ 市民は、地域の中で、こどもにとって安全かつ安心な環境を整え、その環境を守るよう努

めるものとする。 

４ 市民は、地域の中で、こどもが地域の一員として参加できる機会をつくり、参加のための

適切な支援をするよう努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第８条 事業者は、子育てにおける保護者の役割を理解し、保護者が仕事と子育ての両立がで
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きるよう、職場環境の整備に努めるものとする。 

   第３章 こどもにやさしいまちづくりの推進 

 （こどもの権利の普及） 

第９条 市は、こどもの権利並びにこの条例の意義及び内容について周知し、その普及に努め

るものとする。 

２ 市は、１１月２０日を「むつ市こどもの権利の日」とし、その周知を図るとともに、必要

な取組を行うものとする。 

３ 市は、こどもがこどもの権利について学び、自分と他者の権利を尊重できるよう、必要な

支援を行うものとする。 

 （こどもの意見表明及び参加) 

第１０条 市は、こどもに関わる施策又は取組（以下「施策等」という。）について、こども

が意見等を表明し、又は参加する機会を設けるとともに、こどもの年齢、成長及び発達に応

じて、こどもの意見等を尊重するよう努めるものとする。 

２ 市は、施策等について、こどもが理解を深め、自分の意見を表明することができるよう、

こどもの視点に立った分かりやすい情報発信に努めるものとする。 

 （こどもの居場所づくり） 

第１１条 市、育ち学ぶ施設及び市民は、こどもが安心でき、自分らしく居られる多様な居場

所づくりに努めるものとする。 

２ 市、保護者、育ち学ぶ施設及び市民は、家庭、育ち学ぶ施設その他多様な地域活動の場

が、こどもが安心できる居場所となるよう努めるものとする。 

 （こどもの命と安全を守る取組） 

第１２条 市は、こどもを犯罪、事故その他の危害から守り、こどもの命と安全の確保に必要

な取組を行うものとする。 

２ 市は、いじめ、虐待、体罰その他身体的、精神的暴力の防止及び早期発見に努めなければ

ならない。  

 （子育て家庭への支援） 

第１３条 市は、保護者が安心して子育てができるよう必要な支援を行うとともに、子育てし

やすい環境づくりに努めるものとする。 

２ 市は、保護者がこどもを養育することが困難な状況にある場合は、その状況について特に

配慮した支援に努めるものとする。 

   第４章 こどもの権利侵害に対する相談と救済 

 （こどもオンブズパーソンの設置） 

第１４条 市は、こどもの権利を守るとともに、こどもの権利が侵害された場合の救済を目的

として、むつ市こどもオンブズパーソン（以下「こどもオンブズパーソン」という。）を置く。 

２ こどもオンブズパーソンは、非常勤の特別職とする。 

３ こどもオンブズパーソンの定数は、３人以内とする。 
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４ こどもオンブズパーソンは、第１６条に規定する職務の遂行について利害関係がなく、こ

どもの権利に理解が深く、豊かな経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ こどもオンブズパーソンの任期は、３年とする。ただし、補欠のこどもオンブズパーソン

の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ こどもオンブズパーソンは再任されることができる。 

７ こどもオンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

 （こどもオンブズパーソンの役割） 

第１５条 こどもオンブズパーソンは、こどもの権利の擁護者として、こどもの意見等を聴

き、こどもの最善の利益を図るよう努めるものとする。 

２ こどもオンブズパーソンは、こどもの最善の利益を図るために、関係機関等と相互に協力

するよう努めるものとする。 

 （こどもオンブズパーソンの職務） 

第１６条 こどもオンブズパーソンの職務は次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ こどもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。 

 ⑵ こどもの権利の侵害について、必要な調査を行うこと。 

 ⑶ こどもの権利の侵害に関する救済を目的として、関係者間の調整を行うこと。 

 ⑷ こどもの権利の保障に関し、市に意見を表明すること。 

 ⑸ こどもの権利及びその擁護に関し、普及啓発を推進すること。 

 （こどもオンブズパーソンへの協力） 

第１７条 市及び育ち学ぶ施設は、こどもオンブズパーソンの独立性を尊重し、その活動に協

力しなければならない。 

２ 保護者、市民及び事業者は、こどもオンブズパーソンの活動に協力するよう努めるものと

する。 

 （意見の尊重） 

第１８条 市は、こどもオンブズパーソンから第１６条第４号の規定により意見表明を受けた

場合は、これを尊重し、必要な措置を講ずるものとする。 

 （活動の報告) 

第１９条 こどもオンブズパーソンは、毎年の活動状況等を市長に報告するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による報告を取りまとめ、公表するものとする。 

   第５章 こどもの権利相談窓口の設置 

 （設置） 

第２０条 市は、こどもの権利に関する相談窓口を設置するとともに、こどもオンブズパーソ

ンを補佐するため、こどもの権利に係る相談、調査、調整等を行う相談員を置く。 

   第６章 こどもに関する施策を総合的に推進するための計画 

 （策定） 
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第２１条 市は、こどもに関する施策を総合的に推進するための計画（以下「計画」とい

う。）を策定するものとする。 

 （評価及び検証） 

第２２条 計画の実施結果の評価及び検証は、むつ市こども・子育て会議条例（平成２５年む

つ市条例第２７号）第１条に規定するむつ市子ども・子育て会議が行うものとする。 

２ 市は、前項の評価及び検証のほか、必要に応じて計画の実施結果について、こどもオンブ

ズパーソンの意見を聴くことができる。 

   第７章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成６年むつ市条

例第１号）の一部を次のように改正する。 
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むつ市こどもの笑顔まんなか条例施行規則 

 

 令和６年３月２９日公布 

む つ 市 規 則 第 ２ ８ 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、むつ市こどもの笑顔まんなか条例（令和６年むつ市条例第３号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

 （１８歳未満の者その他当該者と等しく権利を認めることが適当と認められる 者） 

第３条 条例第２条第１号に規定する条例が適用されることが適当であると認められる者は、

満１８歳に達した日から同日以後の最初の３月３１日までの間にある者であって、次のいず

れかに該当するものとする。 

 ⑴ 市内に住所を有する者で、育ち学ぶ施設に在籍しているもの 

 ⑵ 市外に住所を有する者で、市内に存する育ち学ぶ施設に在籍しているもの 

 （代表こどもオンブズパーソン） 

第４条 条例第１４条に規定するこどもオンブズパーソンのうち１人を代表こどもオンブズパ

ーソンとする。 

２ 代表こどもオンブズパーソンは、こどもオンブズパーソンの互選により定める。 

３ 代表こどもオンブズパーソンに事故があるとき、又は代表こどもオンブズパーソンが欠け

たときは、あらかじめ代表こどもオンブズパーソンが指名するこどもオンブズパーソンがそ

の職務を代理する。 

 （こどもオンブズパーソンの会議） 

第５条 代表こどもオンブズパーソンは、次に掲げる事項を協議するため、こどもオンブズパー

ソンを招集することができる。 

 ⑴ こどもオンブズパーソンの職務執行の一般方針に関すること。 

 ⑵ こどもの権利の侵害について、その救済と権利の回復に向けた方策に関すること。 

 ⑶ 活動状況の報告に関すること。 

 ⑷ その他こどもオンブズパーソンが協議の必要があると認める事項に関すること。 

２ 前項に規定するもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、代表こどもオンブズパーソン

が会議に諮って定める。 

 （救済の申立て） 

第６条 こどもの権利の侵害について救済を求める者は、こどもオンブズパーソンに救済申立
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書（様式第１号）を提出することにより救済の申立てを行うことができる。ただし、緊急その

他やむを得ない理由があるときは、口頭により行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定により口頭で救済の申立てを受け付けたときは、当該申立ての内容を

口頭申立記録書（様式第２号）に記録するものとする。 

 （調査等） 

第７条 こどもオンブズパーソンは、救済の申立てがあった場合は、当該申立てについて条例第

１６条第２号及び３号に規定する必要な調査又は関係者間の調整（以下「調査等」という。）

を行うものとする。ただし、当該申立てが次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

 ⑴ 申立ての内容に虚偽がある場合 

 ⑵ 申立ての内容に具体的な権利の侵害が含まれない場合 

 ⑶ 申立ての内容がこどもオンブズパーソン又は条例第２０条に規定する相談員の行為に係

るものである場合 

 ⑷ 申立ての原因となった事実のあった日から３年を経過している場合 

 ⑸ 申立日において、権利を侵害された者がこどもでない場合 

 ⑹ 判決、裁決等により確定した権利関係に関するものである場合 

 ⑺ 裁判所において係争中の権利関係又は行政庁において不服申立ての審理中の権利関係に

関するものである場合 

 ⑻ 議会に請願又は陳情を行っているものである場合 

 ⑼ その他調査等をすることが必要でない、又は適当でないとこどもオンブズパーソンが認

める場合 

 （調査等の同意） 

第８条 こどもオンブズパーソンが調査等をする場合において、当該調査等が権利を侵害され

たこども又は保護者からの申立てによるものでないときは、調査等を行うことについて、同

意書（様式第３号）により、事前に当該こども又はその保護者の同意を得なければならない。

ただし、こどもが置かれている状況等を考慮し、こどもオンブズパーソンが同意を得ずに調

査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （調査等の通知） 

第９条 こどもオンブズパーソンが調査等をするときは、救済の申立てをした者（以下「申立者」

という。）及び前条本文の規定による同意をしたこども又はその保護者（以下「同意者」とい

う。）に調査等実施通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

２ こどもオンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、こどもの権利の侵害に

関する救済を図るために必要な限度において、書面により市の機関に資料の提出又は説明を

求めることができる。 

３ こどもオンブズパーソンは、調査のため必要があると認めるときは、こどもの権利の侵害に

関する救済を図るために必要な限度において、書面により市の機関以外の者に資料の提出又

は説明及び調整について協力を求めることができる。 
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４ こどもオンブズパーソンは、第７条ただし書の規定により調査等をしない場合は、理由を付

してその旨を市長に報告するものとし、申立者及び同意者に調査等対象外通知書（様式第５

号）により通知するものとする。 

 （調査等の中止） 

第１０条 こどもオンブズパーソンは、調査等の開始後に、第７条各号のいずれかに該当するこ

ととなったときは、調査等を中止することができる。 

２ 前項の場合において、こどもオンブズパーソンは、理由を付してその旨を市長に報告するも

のとし、申立者、同意者その他関係者に調査等中止通知書（様式第６号）により通知するもの

とする。 

 （意見表明） 

第１１条 市長は、条例第１６条第４号に規定する意見表明を受けた場合には、関係する市の機

関以外の者に、必要な措置を講ずるよう要請するため、書面により通知するものとする。 

２ 市長は、条例第１６条第４号に規定する意見表明を受けた場合は、関係する市の機関に必要

な措置を講ずるよう指示するものとする。 

３ 前２項の場合において、市長は、その旨を申立者及び同意者に報告するものとする。 

 （調査等結果の通知） 

第１２条 こどもオンブズパーソンは、調査等が終了したときは、その旨を市長に報告するもの

とし、申立者、同意者及び関係する市の機関又は関係する市の機関以外の者に調査等結果通

知書（様式第７号）により通知するものとする。 

 （身分証明書） 

第１３条 こどもオンブズパーソンは、その職務の実施に当たっては、身分証明書（様式第８号）

を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。 

 （秘密の保持） 

第１４条 こどもオンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第１５条 こどもオンブズパーソンに関する庶務は、子どもみらい部子育て支援課において処

理する。 

 （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


